
東村山都市計画道路３・４・１５の２号新東京所沢線整備事業

東京都北多摩北部建設事務所

事業概要及び測量説明会



都市計画道路ができるまで





①事業概要および測量説明会の開催

計画道路の沿道の皆さまにご理解をいた
だくため、事業概要および測量についての
説明を行います。なお、チラシの配布によ
り説明会に代えさせていただく場合もござ
います。



この測量により、計画道路の位置が

はっきりします。

②現況測量の実施



③用地測量の実施

この測量により、取得させていただく

土地の面積が確定します。



④事業着手の手続き

都市計画法第５９条により、事業着手の

手続きをとります。



⑤用地説明会の開催

用地取得の対象となる皆さま（アパートなど
の居住者の皆さまも含まれます。）に具体的な
補償について説明します。

また、家屋補償についても説明します。





⑥用地折衝・協議

対象となる皆さまと、土地の取得・家屋移
転などについて、個別に協議させていただき
ます。



⑦契約・補償金の支払い

話し合いがまとまりますと、契約をとりか
わし、補償金をお支払いします。



⑧物件移転

取得させていただく土地にある家屋などの

物件を移転していただきます。



⑨工事説明会

沿道の皆さまに、工事計画の概要を説明

します。

なお、チラシの配布により説明会に代え

させていただく場合もございます。



⑩工事の実施

沿道の皆さまに、できるだけご迷惑の

かからないように工事を行います。



⑪都市計画道路の完成

多くの皆さまのご理解とご協力により、

都市計画道路が完成します。



事 業 概 要
東村山都市計画道路３・４・１５の２号新東京所沢線
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路 線 名 　東村山３・４・１５の２

都市計画決定 　昭和３７年７月２６日

区 間
　清瀬市中清戸三丁目地内～
　　　　　同市中清戸一丁目地内

延 長 　約５８０ｍ

幅 員 　1８ｍ

車 線 数 　２車線

事 業 の 概 要
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計画断面（案）（一般部）

（イメージ図）



事業の効果

○広域的な防災機能の向上

○安全で快適な道路空間の確保

○都心とのアクセス強化による利便性の向上



都心とのｱｸｾｽ強化による利便性の向上
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安全で快適な道路空間の確保

練馬所沢線



通 行 可

緊急車両通行阻害

広い道路を整備

安全で快適な道路空間の確保



その他の事業効果



都市防災機能の強化

無電柱化による効果

安全・快適な歩行空間の確保

良好な都市景観の創出

無電柱化のイメージ図



路面騒音
の低減

通常の舗装 低騒音舗装

空隙の多い舗装

低騒音舗装の効果



測量について

現況測量

用地測量



現況測量



この測量は、皆様の土地や建物と、都市計
画線との位置関係を明らかにすることを目
的としています。

現況測量の目的について



現況測量範囲
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現況測量の流れ

３．都市計画道路の中心線を現す杭の設置

４．都市計画道路の縦断および横断方向の高さの測量

２．皆様方の土地や建物、道路等の位置の測量

１．測量の基準となる点の設置



現況平面図 見本

（計画線をいれた図面）
現況平面図 （見本）



１ 皆様方の土地や建物などの位置を測量する時

２ 都市計画道路の中心線を現地に設置する時

３ 都市計画道路の縦断及び横断方向の高さを

測量する時

皆様方の敷地に立ち入る際には、必ずお声がけ等を

いたしますので、ご協力をお願いいたします。

現況測量に伴う敷地内への立ち入り



用地測量



用地測量の目的について

この測量は、道路として取得させて
いただく、土地の面積を求めること
を目的としています。



用 地 測 量 の 流 れ

１．境界を確認するための資料収集等

３．境界点の測量

２．境界を確認するための現地立会い

４．都市計画線の位置を現す杭等の設置



１ 土地の境界を確認するために必要な公図や

土地登記簿等を登記所などから取得します。

２ 皆様方の敷地内で、既存の境界標識などを

確認させていただきます。

１．境界を確認するための資料収集等



１ 現在ある道路などの公共用地と私有地との境界の

確認

２ 私有地と私有地との境界の確認

２．境界を確認するための現地立会い



境界立会いの通知について

公印

見 本

割
印ハガキ



境界確認の手順(Ａさんの場合)



公共用地と私有地との境界を確認する手順



ロ

ハ

二イ

私有地と私有地との境界を確認する手順



ロ

ハ

二イ

私有地と私有地との境界を確認する手順



ロ

ハ
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私有地と私有地との境界を確認する手順



ロ

ハ

二イ

私有地と私有地との境界を確認する手順



ロ

ハ

二イ

私有地と私有地との境界を確認する手順



私有地と私有地との境界を確認する手順



境界立会いで確認された境界点を測量していきます。

この測量は、皆様に立会いをお願いすることはあり

ません。

測量のため、再度、皆様の土地に入らせていただき

ます。

３．境界点の測量



４．都市計画線の位置を現す杭等の設置



用地測量の作業において、地権者等の方の敷地内へ

の立入りをさせていただきます。

１ 境界を確認するための資料収集等

２ 境界点の測量

３ 都市計画線を現す杭等の設置

皆様の敷地に立ち入る際には、必ずお声がけ等をいた
しますので、ご協力をお願いいたします。

用地測量に伴う敷地内への立ち入り



身分証明書と腕章の見本

測量作業は、東京都が委託した測量会社
が行います。

測量にあたっては、身分証明書を常に携

帯し、腕章をつけて作業を行ってまいりま
す。

公印

見 本

見 本

割
印



事業概要及び測量説明会

現況測量の実施

都市計画道路完成

概
ね
１
～
２
年

用地測量の実施

本日実施

今後の事業の流れ

平成２８年度末予定

平成２８年３月上旬～
平成２８年７月頃予定

平成２８年後半～
平成２８年度末予定

平成２９年度予定

事業認可取得（事業着手）

用地説明会

用地の取得

工事の実施

概
ね
５
～
７
年



皆様のご理解とご協力を

お願いいたします。

東京都


